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（撤去メーターの返納場所） 

13．検満交換等に係る撤去メーターは、局が指示する場所に返納すること。 

（保安衛生） 

14．請負者は、工事中保安衛生に十分注意を払い、使用者等及び近隣住民に迷惑、損害を及ぼさぬよ

う施工しなければならない。このために必要とする処置は、関係者と協議し処置しなければならな

い。 

  また、この工事施工が原因で発生した事故については、すべて請負者の責任において処理するこ

と。 

（損害賠償） 

15．工事中、地上及び地中の既設構築物、埋設物等に支障を及ぼさぬよう注意して施工し、必要に応

じて請負者の負担を持って適当な防護を施すものとする。これらに損害を与えた場合は、すべて請

負者の負担をもって復旧、補償をしなければならない。 

  また、工事施工について発生するすべての事故及び損害に対しても同様とする。 

（メーター損傷、破損及び逆取付けによる損害賠償） 

16．請負者は、局支給のメーターを亡失、損傷、破損させた場合または逆取付けした場合は、これを

賠償しなければならない。 

（工事の補償） 

17．工事完了後１年以内に、当該工事の欠陥に起因した漏水、その他の故障があったときは、請負者

の負担において修繕をしなければならない。ただし、局が故障原因について、不可抗力または使用

者等の故意、若しくは過失によるものであると認めた場合は、この限りではない。 

（工事の完了） 

18．請負者は第２項に定める工事期間中、工事が完了したごとに、所定の書類に必要事項を記載し、

局監督員に工事の完了を報告すると共に、所定の書類を提出すること。 

  検査については、上下水道局契約事務取扱規程による。 

（契約方法） 

19．本工事は、単価契約である。 

（支払方法） 

20．工事費は、各施工月末日に提出されたメーター交換等工事報告書に基づき、契約単価により算出

した額に、消費税等相当額を加算した合計金額（１円未満は切り捨てる。）を請負者の請求により支

払うものとする。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

21．請負者は、発注者の承諾なしに、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡または承

継させてはならない。 

（個人情報の保護） 

22．請負者は、工事の施工に伴い、個人情報を取り扱う場合は、別紙１（個人情報の取扱いに関する

特記事項）の内容を遵守しなければならない。 

（グリーン購入及び環境配慮） 

23．工事費用の中に受託者が物品等を調達する経費が含まれている場合は、横須賀市グリーン購入基

本方針及び調達方針に基づく環境物品等の調達を行うこととする。 
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  本市は、独自の環境マネジメントシステム（YES）により事務事業の環境負荷低減に努めている

ので、受託者においてもできる限り環境に配慮した取組を実施すること。 

（その他） 

24．本仕様書に定められていない事項、または疑義ある事項については、その都度局監督員と請負者

が協議のうえ決定する。 
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個人情報の取扱いに関する特記事項 

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 受託者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関

して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報

を適正に取り扱わなければならない。 

（適正な取得等） 

第２条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、この契約

による業務の目的を正確に把握し、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な

手段により取得しなければならない。 

（適正な管理） 

第３条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故の防止その他の

個人情報の安全かつ適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければなら

ない。 

３ 乙は、個人情報の保管に当たっては、この契約による業務により取得した個人情報と

それ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。 

４ 乙は、委託者（以下「甲」という。）の指示または承諾があるときを除き、個人情報

を乙の事業所内から持ち出してはならない。 

（管理責任者等の教育及び研修） 

第４条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管

理責任者及び従事者に対し、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下

「法」という。）第５章（行政機関等の義務等）の内容並びに本特記事項において従事

者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項につい

て、教育及び研修を実施しなければならない。 

（個人情報に関する秘密の保持） 

第５条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は

解除された後においても同様とする。 

２ 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ること

なく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのな

いように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

（目的外利用等の禁止） 

第６条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目

的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複製等の禁止） 

第７条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために

甲から提供された個人情報を複製し、又は複写してはならない。 

（資料等の返還、引き渡し若しくは消去） 

第８条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、

複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解

除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただ

し、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 

【別紙１】 


















































































